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規　
　
　

則

○
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則
…
…
…（
福
祉
局
高
齢
者
施
策
推
進
部
在
宅
支
援
課
）…	

一

告　
　
　

示

○
東
京
都
建
築
安
全
条
例
に
お
け
る
既
存
の
建
築
物
に
対
す

　

る
制
限
の
緩
和
範
囲
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…	

一

○
東
京
都
建
築
安
全
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定

　

に
基
づ
く
内
装
の
制
限
を
緩
和
す
る
部
分
…
…
…
…
…（
同
）…	

九

○
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
六
項

　

に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
高
齢
者
施
策
推
進
部
在
宅
支
援
課
）…	

九

告　
　
　

示
（
消
）

○
東
京
消
防
庁
優
良
防
火
対
象
物
認
定
表
示
制
度
に
関
す
る

　

規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

九

規
　
　
　
則

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
号

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規

則
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

26　

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
度
に
パ
ス
の
発
行

を
受
け
る
者
で
市
町
村
民
税
非
課
税
者
等
（
令
和
六
年
度
に
パ
ス

の
発
行
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
そ
の
他
市
町
村
民
税
非
課
税
者

等
に
相
当
す
る
者
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
者
の
費
用
負
担
額

は
、
千
円
と
す
る
。

附
則
第
二
十
七
項
か
ら
第
三
十
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
三
十
一
項
中
「
附
則
第
二
十
五
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

同
項
を
附
則
第
二
十
七
項
と
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

28　

令
和
七
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
者
に
対
す
る
第
二
条
第

一
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八

年
九
月
三
十
日
を
有
効
期
限
と
す
る
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
に
当

た
っ
て
は
第
二
条
第
一
項
中
「
二
万
五
百
十
円
」
と
あ
る
の
は

「
一
万
二
千
円
」
と
し
、
当
該
パ
ス
の
払
戻
し
を
受
け
る
に
当
た

っ
て
は
第
九
条
第
二
項
中
「
二
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
円
」
と

す
る
。

別
表
中
「
京
成
タ
ウ
ン
バ
ス
株
式
会
社
」
を
「
京
成
バ
ス
東
京
株

式
会
社
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
二
号

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
知

事
が
定
め
る
範
囲
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

（
基
準
時
）

第
一
条　

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
基
準
時
」
と
は
、
建
築
基
準
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
三
条
の
二
、
第
七
条
の

二
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
五
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
三
条

ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
（
第
七
十
三
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
十
七
条

（
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
十
九
条
（
第
二
十

一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
並
び
に
第
三

十
七
条
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第

二
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
及
び
第

七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、

第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三

条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四

十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五

十
一
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
条
又
は
第
八
十
一
条
の
規

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
引
き
続
き
そ
れ
ら
の
規
定
（
そ
れ
ら
の
規
定
が
改
正

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
改
正
前
の
規
定
を
含
む
も
の
と
す

る
。
）
の
適
用
を
受
け
な
い
期
間
の
始
期
を
い
う
。

（
路
地
状
敷
地
の
建
築
制
限
関
係
）

第
二
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
三
条
の
二
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十

一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
百
九
条
の
八
に
規
定
す
る
火
熱
遮
断
壁
等
（
以
下

「
火
熱
遮
断
壁
等
」
と
い
う
。
）
で
区
画
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
階
数
（
特
定
主
要
構
造
部

（
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
規
定
す
る
特
定
主
要
構
造
部

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
耐
火
構
造
の
地
階
を
除
く
。
）

が
二
（
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
次
の
⑴
又
は
⑵
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
三
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

⑴　

令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第

三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合

⑵　

柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設

備
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四

号
第
四
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合

二　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
（
令
第
百
三
十

七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
部
分
の
床
面

積
か
ら
階
段
室
、
機
械
室
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の

少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
を
減
じ
た
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合

計
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
十
分
の
一
（
五
十
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
。

以
下
同
じ
。
）
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
増
築
又
は
改
築
が
当

該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
に
お
け
る
倒
壊
及

び
延
焼
の
危
険
性
を
増
大
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
三
階
以
上
の
階
に
設
け
る
居
室
関
係
）

第
三
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
規
定
の

適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第

一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分

と
す
る
。

一　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
三
階
以
上
の
階
に

居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
場
合
は
、
当
該
部
分
を
木
造
建
築
物

等
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
増
築
又
は
改
築
に

係
る
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

イ　

令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
三

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合

ロ　

当
該
部
分
の
階
数
（
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
の
地

階
を
除
く
。
）
が
三
の
建
築
物
で
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
床
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設

備
に
つ
い
て
条
例
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め

た
構
造
方
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
場
合

（
階
段
等
関
係
）

第
四
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
二
、
第

十
条
の
四
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、

第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
三

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第
五
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
二

条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、

第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一

第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
居
室
の
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、

第
一
号
）
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
及
び
そ
の
他
の
部
分
が
、
増

築
又
は
改
築
後
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
百
十
七
条
第
二

項
各
号
（
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
建
築
物
に
つ
い
て
増
築
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
）
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
条
例
第
七
条
の
二
、
第

十
条
の
四
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条

の
三
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
、
第
三

十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
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項
、
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
技
術

的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
基
準

時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
十
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当

該
増
築
又
は
改
築
が
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の

部
分
に
お
け
る
避
難
の
安
全
上
支
障
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
建
築
物
の
構
造
関
係
）

第
五
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条

の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と

す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物　

次
の
イ
又
は
ロ
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

次
の
⑴
及
び
⑵
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
が
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
は
、
当
該
部
分
が
令
和
六
年
国

土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
二
号
に
適
合
す

る
も
の
又
は
当
該
部
分
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物

の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
が
令
第
百
三
十
六
条
の
二

第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く
は
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
建
築

物
は
、
当
該
部
分
が
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百

七
十
五
号
第
九
第
三
号
に
適
合
す
る
も
の
又
は
壁
、
柱
、

床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
が
令

第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
、
第
二
号
イ

若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
五
号
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く

は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
門
又
は
塀
で
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

又
は
建
築
物
（
木
造
建
築
物
等
を
除
く
。
）
に
附
属
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ　

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴　

増
築
及
び
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計

（
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
建
築
物
が
同
一
敷
地
内
に

二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
増
築
又
は
改

築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
）
が
、
五
十
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵　

増
築
又
は
改
築
後
に
お
け
る
建
築
物
の
階
数
が
二
以
下

で
あ
る
こ
と
。

⑶　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
外
壁
及
び
軒
裏
が
、
防

火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二　

木
造
の
建
築
物
の
う
ち
、
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
以
外

の
も
の　

前
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
建
築
物
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
関
係
）

第
六
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
条
の
五
（
第

一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一

第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病
室
、
学
校
の

教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
（
令
第
百
三
十
七
条
の
四
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
条
例
第
九
条
各
号
に

掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供
す
る
部

分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増
築
又
は

改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
次
の
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
が
条
例
第
十
条
の
五
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

⑴　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
二
階
に
お
け
る
条
例
第

九
条
第
五
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
場
合
は
、
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七

十
五
号
第
九
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

⑵　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
二
階
に
お
け
る
条
例
第

九
条
第
五
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
、
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
令
和
六

年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
三
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
防
火
区
画
等
関
係
）

第
七
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
条
の
五
（
第

一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二

十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
第
三
十
条
、
第
三
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
七
十
四
条
又
は
第
八
十
一

条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第

八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改

築
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
増
築
又
は

改
築
に
係
る
部
分
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
条
例
第
十
条
の
五
（
第

一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
八
条
（
第
一
項
第
一
号

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
八
条
、

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
七
十

四
条
及
び
第
八
十
一
条
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
基
準

時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
十
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当

該
増
築
又
は
改
築
が
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の

部
分
に
お
け
る
延
焼
の
危
険
性
を
増
大
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
外
壁
等
の
防
火
構
造
関
係
）

第
八
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
一
条
の
二
の

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二

十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い

て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係

る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
区
域
内
に
あ
る
木
造
建
築
物
等
で

あ
る
特
殊
建
築
物
で
、
当
該
部
分
の
階
数
が
二
で
あ
り
、
か

つ
、
条
例
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床

面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
増

築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
外
壁
及
び
軒
裏
で
延
焼
の
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
を
防
火
構
造
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
基
準

時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
十
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当

該
増
築
又
は
改
築
が
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の

部
分
の
外
壁
及
び
軒
裏
に
お
け
る
延
焼
の
危
険
性
を
増
大
さ
せ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
遮
音
間
仕
切
り
壁
の
設
置
関
係
）

第
九
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
一
条
の
四
の

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二

十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
に
つ
い
て
は
増
築

後
の
延
べ
面
積
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
一
・
五
倍
を
超

え
な
い
こ
と
と
し
、
改
築
に
つ
い
て
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面

積
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と

と
す
る
。

（
四
階
以
上
に
設
け
る
教
室
等
の
禁
止
関
係
）

第
十
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
二
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一

第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
居
室
の
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、

第
一
号
）
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
及
び
そ
の
他
の
部
分
が
、
増

築
又
は
改
築
後
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
百
十
七
条
第
二

項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
と
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
が
、
条
例
第

十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
同

条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
増
築

又
は
改
築
に
係
る
部
分
及
び
そ
の
他
の
部
分
が
、
増
築
又

は
改
築
後
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
百
二
十
六
条
の
二

第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
と
な

る
場
合

⑵　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
が
、
条
例
第

十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
せ
ず
、

か
つ
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
増
築
又

は
改
築
に
係
る
部
分
及
び
そ
の
他
の
部
分
が
、
増
築
又
は

改
築
後
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
百
二
十
六
条
の
二
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
と
な
る

場
合

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
条
例
第
十
二
条
の
規
定
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に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
基
準

時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
十
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当

該
増
築
又
は
改
築
が
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の

部
分
に
お
け
る
避
難
の
安
全
上
支
障
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
共
同
住
宅
等
の
構
造
関
係
）

第
十
一
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条

の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病

室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条

各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供

す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増

築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
共
同
住
宅
等

（
条
例
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
床

面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
、
飲

食
店
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
料
理
店
、
バ
ー
、

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す

る
部
分
の
上
階
に
設
け
る
場
合
は
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
、
又
は
主
要
構

造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
共
同
住
宅
等
の
構
造
又
は
内
装
制
限
関
係
）

第
十
二
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条

の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病

室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条

各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供

す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増

築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
二
階
に
お
け
る

共
同
住
宅
等
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
部
分
の
二
階
の
床
を
準

耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
と
し
、
又
は
一
階
の
室
の
壁
及
び
天

井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
、
か
つ
、

そ
の
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
敷
地
内
の
通
路
等
関
係
）

第
十
三
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
七
条
、
第

十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
二

条
又
は
第
四
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知

事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
（
居
室
の
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
増
築

又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け

る
延
べ
面
積
の
二
十
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
増
築
又
は

改
築
が
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
に
お
け
る

避
難
及
び
消
火
の
安
全
上
支
障
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
増
築
又

は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

（
共
同
住
宅
の
廊
下
の
構
造
関
係
）

第
十
四
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条

の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病

室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条

各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供

す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増

築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
共
同
住
宅
の
用
途
に
供

す
る
部
分
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
階
に
お
け
る
居
室
の
床
面

積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
共
用
の
廊

下
は
、
両
側
に
居
室
が
あ
る
廊
下
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴　

当
該
部
分
の
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、

又
は
主
要
構
造
部
が
令
第
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
（
以
下

「
一
時
間
準
耐
火
構
造
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。
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⑵　

当
該
部
分
の
階
に
お
け
る
住
戸
又
は
住
室
の
数
が
六
以

下
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
寄
宿
舎
又
は
下
宿
の
廊
下
の
構
造
関
係
）

第
十
五
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条

の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病

室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条

各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供

す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増

築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
、
寄
宿
舎
又
は
下
宿
の
用

途
に
供
す
る
部
分
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
階
に
お
け
る
居
室

の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
共

用
の
廊
下
（
三
室
以
下
の
専
用
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
両

側
に
居
室
が
あ
る
廊
下
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴　

当
該
部
分
の
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、

又
は
主
要
構
造
部
が
一
時
間
準
耐
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

⑵　

当
該
部
分
の
階
に
お
け
る
住
戸
又
は
住
室
の
数
が
六
以

下
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
動

車
車
庫
等
関
係
）

第
十
六
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八

条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の

病
室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九

条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に

供
す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
自
動
車
車
庫
等

（
条
例
第
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分
（
自
動
車
が
出
入
り
す
る
部

分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
増
築
又
は
改
築
に

係
る
部
分
の
地
階
を
除
く
階
数
が
一
の
場
合
、
六
百
平
方
メ

ー
ト
ル
）
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
部
分
が
令
和
六
年
国
土

交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
専
ら
条
例
第
二

十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
走
式
自

動
車
車
庫
又
は
自
走
式
自
動
車
駐
車
場
（
条
例
第
二
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
も

の
で
、
当
該
部
分
が
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七

十
五
号
第
九
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
建
築
物
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
動
車
車
庫
等
関
係
）

第
十
七
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
九
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八

条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の

病
室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九

条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に

供
す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
自
動
車
車
庫
等

の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
避
難
階
以
外
の
階
に
設
け
、
又
は

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
直
上
に
二
以
上
の
階
（
居
室
を

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
と
き
は
、
当
該
部
分
が

令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
自
動
車
車
庫
等
の
用
途
に
供

す
る
部
分
が
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
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部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
自
動
車
車
庫
等
の
外
壁
の
開
口
部
関
係
）

第
十
八
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
三
十
一
条

（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定

め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病
室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当

該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る

特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供
す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す

る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
自
動
車
車
庫
等

の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
（
自
動
車
が

出
入
り
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部

分
に
外
壁
の
開
口
部
を
設
け
る
場
合
は
、
法
第
二
条
第
九
号

の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
建
築
物
関
係
）

第
十
九
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八

条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の

病
室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九

条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に

供
す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
条
例
第
三
十
三

条
第
一
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
衆
浴
場
関
係
）

第
二
十
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
三
十
八
条

（
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受

け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知

事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病
室
、
学
校
の
教
室
そ
の

他
の
当
該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に

供
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供
す
る
部
分
に
係
る
増
築

に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部

分
と
す
る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
公
衆
浴
場
の
用

に
供
す
る
場
合
は
、
当
該
部
分
が
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告

示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部

分
に
つ
い
て
、
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
興
行
場
等
関
係
）

第
二
十
一
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
五
十
一
条

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定

め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
（
劇
場
の
客
席
、
病
院
の
病
室
、
学
校
の
教
室
そ
の
他
の
当

該
特
殊
建
築
物
又
は
条
例
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る

特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供
す
る
部
分
に
係
る
増
築
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号
）
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
す

る
。

一　

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
主
階
が
避
難
階

以
外
に
あ
る
興
行
場
等
（
条
例
第
九
条
第
七
号
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
）
は
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
令
和

六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号
第
九
第
二
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

工
事
の
着
手
が
基
準
時
以
後
で
あ
る
増
築
又
は
改
築
に
係
る

部
分
の
対
象
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
関
係
）
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第
二
十
二
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
八
十
条

（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
つ
い
て
条
例
第
八
条

の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

増
築
に
係
る
部
分
の
建
築
物
の
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を

超
え
ず
、
か
つ
、
増
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
基
準

時
に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

二　

改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け
る
延

べ
面
積
の
五
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
改
築
に
係
る
部
分
の

建
築
物
の
高
さ
が
基
準
時
に
お
け
る
当
該
部
分
の
高
さ
を
超
え

な
い
こ
と
。

（
別
の
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
み
な
す
区
画
）

第
二
十
三
条　

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区

画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
熱
遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離

さ
れ
た
部
分
は
、
第
二
条
第
一
号
、
第
三
条
、
第
五
条
第
一
号
、

第
六
条
第
一
号
、
第
十
一
条
第
一
号
、
第
十
二
条
第
一
号
、
第
十

四
条
第
一
号
、
第
十
五
条
第
一
号
、
第
十
六
条
第
一
号
、
第
十
七

条
第
一
号
、
第
十
八
条
第
一
号
、
第
十
九
条
第
一
号
、
第
二
十
条

第
一
号
及
び
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
と
み
な
す
。

（
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
）

第
二
十
四
条　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十

一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
及
び
大
規

模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
大
規
模
の
修
繕
及
び
大
規
模
の
模
様
替
と

す
る
。

一　

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
係
る
部
分
の
外
壁

の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
、
二
十
分
間
防
火

設
備
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
係
る
部
分
以
外
の

部
分
の
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
、
二

十
分
間
防
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
二
、
第
十
条

の
四
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第

十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
、
第
十
八

条
第
一
項
、
第
十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第

五
十
条
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ

い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築

物
に
お
け
る
屋
根
又
は
外
壁
に
係
る
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
避
難
の
安
全
上
支
障
と
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
条
の
三
第
二
項
、

第
十
条
の
五
（
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
限
る
。
）
、

第
十
一
条
の
四
、
第
十
六
条
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
（
第
一
項
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
又
は
第
八
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の

二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は

大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る
全
て
の

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

４　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
条
の
五
（
第
一
項

第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
五

条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
、
第
三
十
八

条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
九
条
、

第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
四
条
又
は
第
八
十

一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事

が
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ

い
て
は
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る
屋
根
又
は
外
壁
に
係
る
全
て
の

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

（
独
立
部
分
）

第
二
十
五
条　

条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
二
項
（
条
例
第
八
条
の
二

十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
知

事
が
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一　

条
例
第
三
条
の
二
、
第
七
条
、
第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
十

条
の
五
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
六
条
、
第
二
十
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
（
第
四
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八

条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条

第
一
項
、
第
五
十
一
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
七
十
四
条
又
は
第
八
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
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部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で

あ
っ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分　

令
第

百
九
条
の
八
に
規
定
す
る
建
築
物
の
部
分

二　

条
例
第
七
条
の
二
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十

一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
三
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、

第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十

条
第
二
項
又
は
第
五
十
一
条
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物

で
あ
っ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分　

令

第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分

三　

条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で

あ
っ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分　

令
第

百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
（
当
該
増
築

等
（
条
例
第
八
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

は
、
用
途
の
変
更
）
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
つ

い
て
、
条
例
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
せ
ず
、

か
つ
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
て

い
る
場
合
又
は
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
せ
ず
、
か
つ
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
）

四　

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建

築
物
で
あ
っ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分

　

令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部

分
附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
三
号

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
も
の
は

次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

特
別
支
援
学
校
の
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
は
、
令
和
二
年

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
以
下
「
令
和
二
年
国
交
省

告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
部
分

二　

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
は
、

令
和
二
年
国
交
省
告
示
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
部
分

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
四
号

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
東
京
都
規
則
第
百
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
シ

ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
百
四

十
号
。
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
六
項
の

規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

令
和
六
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
た
者
で
、
東
京
都
シ
ル
バ

ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
よ
る
改
正
前

の
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
五
項
の
規

定
に
よ
り
費
用
負
担
額
を
千
円
と
さ
れ
た
も
の
（
改
正
後
の
規
則

附
則
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
非
課
税
者
等
及
び
令

和
六
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
八
号
（
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス

条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
五
項
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る

者
）
二
の
規
定
に
基
づ
き
費
用
負
担
額
を
千
円
と
さ
れ
た
者
を
除

く
。
）

二　

令
和
七
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
者
で
、
令
和
六
年
の
合

計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得

金
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
介
護
保
険
法
施
行
令

（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
が
百
三
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
も
の
（
や

む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
令
和
六
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
三
十

五
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、

令
和
五
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
三
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

を
証
し
た
も
の
）

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示
（
消
）

◉東
京
消
防
庁
告
示
第
３
号

東
京
消
防
庁
優
良
防
火
対
象
物
認
定
表
示
制
度
に
関
す
る
規
程
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（平

成
18年
７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
12号

）の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
31日

東
京
消
防
庁

　
　
　
　
　
　
　

消
防
総
監　

吉　
田　

義　
実

別
表
第
１
の
部
２
の
款
建
築
構
造
の
項
中

「第
10条

の
５

」を

「第
10条

の
５
第
１
項
第
１
号
イ
及
び
第
２
号
イ

」に
、

「第
38

条

」を

「第
38条
第
１
項
第
１
号

」に
、

「及
び
第
73条
第
１
項

」

を

「並
び
に
第
73条
第
１
項

」に
改
め
、
同
款
区
画
の
項
中

「第
８

条

」の
次
に

「、
第
10条

の
５
第
１
項
第
１
号
ロ
及
び
第
２
号
ロ

」

を
加
え
、

「第
38条

」を

「第
38条
第
１
項
第
２
号

」に
、

「及
び

第
51条
第
１
号

」を

「並
び
に
第
51条
第
２
号

」に
改
め
、
同
款
避

難
施
設
等
の
項
中

「第
51条
第
２
号
及
び
第
３
号

」を
「第

51条
第

３
号
及
び
第
４
号

」に
、

「第
51条

第
４
号

」を

「第
51条

第
５

号

」に
、

「第
19条
第
２
項
及
び
第
３
項

」を

「第
19条
第
２
項
か

ら
第
５
項
ま
で

」に
、

「第
19条
第
１
項
及
び
第
３
項

」を

「第
19

条
第
１
項
及
び
第
５
項

」に
、

「客
室

」を

「客
席

」に
、

「第
51

条
第
３
号

」を

「第
51条
第
４
号

」に
改
め
、
同
款
検
証
法
の
項
中

「第
128条

の
６

」を

「第
128条

の
７

」に
改
め
、

「区
画
避
難
安

全
検
証
法
に
よ
り
同
条
第
１
項

」の
次
に

「又
は
建
安
例
第
８
条
の

４
の
２

」を
加
え
る
。

附　
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
第
１
の
部
２
の
款
検
証
法
の
項
の
改
正
規
定

（
「第

128条
の

６

」を

「第
128条

の
７

」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。

）は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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